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第２８０号の１ ―１―

その１

　町が問い合わせ先や申し込み先になっている記事は、

町ホームページの「各課からのお知らせ」などに、より

詳しく掲載していますので、そちらもご確認ください。

農地等小規模災害復旧事業説明会の開催について
　台風１０号により被害を受けた農地・農業施設に対し

て、国の災害復旧事業を申請中ですが、国の事業に認定さ

れない被害箇所については農家負担を軽減するため、町単

独の「軽米町農地等小規模災害復旧事業補助金」を交付し

ます。

○　農地等小規模災害復旧事業の認定については、「被災

　前の維持管理状況資料」が必要となりますので、日常の

　維持管理状況写真、日誌などの整備が必要です。

○　台風１０号による『軽米町農地等小規模災害復旧事

　業』の申請受付は、１２月２２日（木）までとなります

　ので期限までに申請ください。

　　なお、すでに被害を届けている場合でも、事業を実施

　する際は交付申請が必要となりますのでご留意ください。

【問い合わせ先】産業振興課

　農政企画グループ☎４６－４７３９）

【日時・会場】

　・１０月２１日（金）

　　小軽米生活改善センター（ホール）

　・１０月２４日（月）

　　農村環境改善センター１階大会議室（役場となり）

　※　開催時間は、いずれの会場も１３：３０からと

　　１９：００からの２回です。

【事業の基準】

　　１箇所当たりの事業費が１３万円以上４０万円未満の

　工事で、町営建設工事参加資格業者のうち町内業者によ

　り実施する工事に要する経費

【補助率】

　　３分の２以内（ただし、千円未満は切り捨てる）

【事業の基準】

　　１箇所当たりの事業費が１３万円以上４０万円未満の

　工事で、２戸以上で利用している農業用施設の工事で、

　町営建設工事参加資格業者のうち町内業者により実施す

　る工事に要する経費

【補助率】

　　３分の２以内（ただし、千円未満は切り捨てる）

（１）農地復旧事業

（２）農業用施設復旧事業

　事業についての説明会を下記のとおり開催しますので、

申請を希望する方はご出席ください。説明会当日都合のつ

かない方は、産業振興課までお越しください。

【日 時】１０月２４日（月）１３：３０～１５：３０

【会 場】軽米中央公民館　１階ホール

【講 師】中田　悦子　氏（久慈市）

【参 加 料】５００円（材料代）

【申込締切】１０月２０日（木）

【持 ち 物】はさみ、タオル２枚、ペットボトル

【そ の 他】作品は、第３７回軽米町民文化祭に出展予定

　　　　　　としています

　町民講座　参加者募集

　「羊毛フェルトポーチ作り教室」

第３７回 軽米町民文化祭の開催について

○開幕式典・ステージ発表

○展示部門

○幼児絵本感想画展・小中高書写絵画作品展
【日時】１０月２３日（日）１３：００～１６：００

　　　　〈開場〉１２：００

【会場】軽米中央公民館

【出演】軽米町文化協会所属団体ほか

　　　　ゲスト「軽米高等学校音楽部」の皆さん

【期間】１０月２８日（金）～１１月３日（木）

【会場】町立図書館２階

【内容】町内の幼稚園・保育園児による絵の展示

　　　　町内小・中・高校の児童生徒の作品展示　ほか

入場は無料です。お気軽にご来場ください。

【期間】１０月２８日（金）～３０日（日）

【会場】軽米中央公民館、町立図書館

【出展】軽米町文化協会所属団体、一般公募作品

【この枠内の問い合わせ・申し込み先】

　教育委員会事務局・生涯学習グループ

　（☎４６－４７４４）FAX：４６－３０５０

寿大学　第８回講座
ステージ発表を鑑賞します。

同時開催

農地等小規模災害復旧事業の概要は次のとおりです！
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勤 務 先
（ 職 種 ）

【臨】晴山保育園（保育補助員） 【嘱】軽米小学校（特別支援員）

業 務 内 容 ・保育園での保育補助
・特別な支援が必要な児童への学校生活や学習活動の支援
・授業中のサポートや見守り、教員の補助
・学校生活における児童への支援・サポート

募 集 人 員 １名 １名

募 集 要 件
資格がなくても応募可（保育士資格あれば尚可）
普通自動車運転免許所有者

資格がなくても応募可

雇 用 期 間 １１月１日 ～ 平成２９年３月３１日 １２月１日 ～ 平成２９年３月３１日

賃 金 日額 ５,８７０ ～ ８,９００円 月額 １０２,５００円

通 勤 手 当 通勤距離が２ｋｍ以上の場合支給します

就 業 時 間 午前７時３０分 ～ 午後６時の間で７時間４５分勤務 午前８時１５分 ～ 午後３時００分（休憩６０分）

休 日 日曜、祝日、他（土曜日が勤務の場合は平日休み）
原則として土曜、日曜、祝日、学校の長期休業期間

（行事などにより変更あり）

加 入 保 険 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

申 込 期 限 １０月２１日（金）午後３時まで １１月１７日（木）午後５時まで

試 験 日 個人面接（詳細は別途連絡します）
１１月２２日（火）個人面接　※予定

（変更する場合がありますので詳細は別途連絡します）

申 込 方 法
①ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）に求職者登録し、紹介状の交付を受ける。
②市販の履歴書に写真を貼付し、紹介状とともに担当グループへ提出する。

問 い
合 わ せ 先

健康福祉課・福祉グループ
（☎４６－４７３６）

教育委員会事務局・教育総務グループ
（☎４６－４７４３）

町の臨時職員・嘱託職員を募集します

（こころの健康づくり編）

はつらつ教室の開催について

【その他】動きやすい服装、飲み物（水やお茶）、上履き、

　　　　　セラバンド（持っている方）をご準備ください。

◇体とこころのリフレッシュ　～高齢者ヨガ教室～
　講師：角田　裕子　氏

月　日 時　間 会　場

１０月１８日
（火）

１０：００
　～１１：３０

長倉生活改善センター

１３：３０
　～１５：００

上尾田自治公民館

１０月２５日
（火）

１０：００
　～１１：３０

仲軽米公民館

◇体とこころのリフレッシュ　～楽しく体を動かそう～

　講師：NPOスポーツウェルネス　伊藤　礼子　氏

月　日 時　間 会　場

１１月　１日
（火）

１０：００
　～１１：３０

長倉生活改善センター

１３：３０
　～１５：００

上尾田自治公民館

１１月２９日
（火）

１０：００
　～１１：３０

仲軽米公民館

◇こころの健康教室

月　日 時　間 会　場

１２月　６日
（火）

１０：００
　～１１：３０

長倉生活改善センター

１３：３０
　～１５：００

上尾田自治公民館

【問い合わせ先】健康福祉課

　福祉グループ（☎４６－４７３６）

　介護している方、介護に関心のある方の交流や情報交換

の場として、介護者のつどい「ゆったり介護の会」を下記

のとおり開催します。

　介護の悩みや不安、楽しみや工夫など自由に語り合い、

リフレッシュしませんか？

　どなたでもお気軽にご参加ください。

『介護者のつどい　ゆったり介護の会』

の開催について

【日時】１０月１９日（水）１３：３０～１５：３０ 

【場所】軽米中央公民館　講座室

【問い合わせ先】ゆったり介護の会

　（☎４６－３５６０）代表　竹澤

　県内各地の活動事例の紹介や情報交換などのほか、「ご

近所支え合い活動助成金」の活用や申請手続き、県内外の

助成金情報を紹介します。

　みなさん、お誘いあわせのうえ、ご参加ください。

高齢者の地域活動交流会及び

各種助成金説明会開催のお知らせ

【日時】１０月２１日（金）１３：３０～１５：３０

【場所】二戸地区合同庁舎１階　大会議室

【問い合わせ・申し込み先】

　岩手県高齢者社会貢献サポートセンター

　（☎０１９－６０６－１７７４）

　　FAX：０１９－６０６－１７６５



KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI KARUMAI

軽 米 町 役 場  総 務 課  編 集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

広報かるまいお知らせ版

毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

裏面もご覧ください

広報かるまいお知らせ版

―３―

その２
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１日行政相談の開催
【期日・場所】１０月１９日（水）軽米中央公民館１階　

　　　　　　　　　　２１日（金）農村環境改善センター

　　　　　　　　　　　　　　　　２階営農研修室

【受 付 時 間】１０：００～１５：００

　　　　　　　１２：００～１３：００までを除きます。

【相 談 員】行政相談委員　西山　武男さん

【相 談 内 容】行政（国、県、市町村）や独立行政法人な

　　　　　　　どの仕事・手続きなどへの要望や不満

◇生ごみの出し方、処理の方法

　①　コンポストなどで堆肥化する

　②　畑や山林に埋めて堆肥化する。（カラスなどに後で

　　掘り起こされないようある程度深く埋めてください）

　③　よく水を切って透明または半透明な袋に入れて、分別

　　して「生ごみ」として収集日の朝８：３０までに出す。

　　　　　　　　　　　　などの方法で処理しましょう。

　また、生ごみを分別して出す場合は異物を入れないでく

ださい。（プラスチック類、ビニール類など）

　収集した生ごみは、約１か月かけて肥料にする取り組み

を行っています。

【この枠内の問い合わせ先】町民生活課

　町民生活グループ（☎４６－４７３４）

　これまで年４回（３、６、９、１２月）行っていた粗大

ごみの収集日程が年６回（奇数月）に変わります。新たな

収集は１１月から行い、１２月は粗大ごみを収集しません

ので、お間違えのないようお願いします。

◇粗大ごみの収集日程が変わります

変更後の粗大ごみ収集日程と地区

粗大ごみ収集日 収集地区（従来どおり）

第
１
金
曜
日

１１月　４日

　１月　６日

　３月　３日

上円子、下円子上組・下組、板橋、蛇

口、大沢、蜂ヶ塚、米田、牛ヶ沢、民

田山、米田大久保、河北、上河南、下

河南、沢田、八木沢、屋敷、市野々、

小玉川

第
２
金
曜
日

１１月１１日

　１月１３日

　３月１０日

苅敷山、下晴山、上晴山、早渡、内

城、下野場、上野場、高清水、横枕、

沼、観音林東・西・南・北、山口、貝

喰、山内駒木、山内大久保、上谷地

渡、下谷地渡、平、中村、和当地、竹

谷袋、東、新井田、大清水、駒板、東

台、山田

第
３
金
曜
日

１１月１８日

　１月２０日

　３月１７日

本町、元屋町、上新町、下新町、軽米

駒木、新大鳥、長倉、下尾田、上尾

田、小松、向高家、高家、西里、外川

目、君成田、新光団地、緑ヶ丘

第
４
金
曜
日

１１月２５日

　１月２７日

　３月２４日

萩田、蓮台野、門前、桜山、荒町、仲

町、大町、向川原、仲軽米、沢里、上

舘、岩崎、車門、戸草内、下増子内、

上増子内、七ツ役、高柳、鶴飼、笹

渡、百鳥、松ノ脇、百目金

町商工会青年部が発行する町内電話帳を平成２９年３月に新たに作成します

　電話番号など記載事項の変更をお知らせください
　町商工会青年部では、町内の商工業者の協賛により「軽

米町電話帳」を作成し、町と協力して町内全世帯に無料配

布しています。

　平成２９年３月発刊を予定していることから、皆様から

次の事項にご協力をお願いします。

　氏名、住所、電話番号などに変更や記載漏れがある場合

には、現在お使いの電話帳の中に綴じこんである「記載事

項変更追加はがき」に記入のうえ、１０月３１日（月）ま

でに町商工会までお届けくださるようお願いします。

※　なお、本電話帳はＮＴＴ発刊の電話帳とは関係ありま

　せんので、ＮＴＴに電話番号などの変更届出を行っても

　本電話帳は変更になりません。

※　はがきが見当たらない場合には、電話またはファック

　スでご連絡ください。

【問い合わせ・連絡先】町商工会青年部事務局

　（☎４６－２７１１）FAX：４６－３４５９

○取得した情報の利用目的について

　　今回取得・保有した情報（氏名・電話番号・行政

　区）は電話番号の重複、相違、変更などがあるか、

　ご本人から確認するために利用するもので、それ以

　外の目的には利用いたしませんので、皆様のご理解

　とご協力をお願いします。

　　また、電話帳に記載しない場合にも、必ずご連絡

　をお願いします。

【問い合わせ先】総務課

　総務グループ（☎４６－４７３８）

ごみの出し方について
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食べることの大切さを仲間と一緒に学びましょう

食生活改善推進員養成教室

受講者の募集

献血バスがやってきます！
　移動献血車「まごころ号」による献血を行います。

　献血バスでは、医療機関での需要が高まっている、４００

ｍｌ献血のみのご協力をお願いすることとなりました。

　献血は命を救えるボランティアです。みなさんの温かい

ご協力をお願いします。

月　日 時　間 会　場

１１月１日

（金）

１０：００～
　　　１３：００

役場地域整備課車庫前

１４：３０～
　　　１６：００

健康ふれあいセンター

基本健診・特定健診などの

　　　　　追加健診を実施します

【期 日】１１月２７日（日）

【場 所】健康ふれあいセンター

【対 象】今年度の検診を受診していない方

【申込締切】１０月３１日（月）まで

◇基本健診・特定健診

対象年齢 受付時間 料金

基本健診 １９～３９歳
７：００～
　１０：３０

１.８００円
特定健診 ４０～７４歳

後期高齢者健診 ７５歳以上 無料

◇がん検診等

胃がん検診 ３５歳以上
７：００～
　　９：００

１,３００円

肺がん検診 ４０歳以上
７：００～
　１０：３０

無料

前立腺がん検診 ５０歳以上 ５００円

肝炎ウィルス検査 ４０～４９歳 無料

【開催期間】１１月から３月までの計５回

【受 講 料】無料

【内 容】・生活習慣病予防に関する食生活について

　　　　　　・調理実習

【募集定員】２０人

【募集期間】１０月２５日（火）まで

※　国保加入者で今年度の特定検

　診を受けていない方には全員に

　問診票を送付します。

※　国保以外の被扶養者の方で、

　受診を希望される場合は健康福

　祉課までお問い合わせく

　ださい。

【この枠内の問い合わせ・申し込み先】

　健康福祉課・健康づくりグループ（☎４６－４１１１）

①大きい面積の土地を取引したとき

（１）どのくらいの面積？

　　　国土利用計画法で定める一定面積以上の土地

土地を取得したときは
　届出が必要になる場合があります

◆届出が必要となる主な場合◆

市街化区域 　２,０００㎡(約６００坪)以上

市街化区域を除
く都市計画区域

　５,０００㎡(約１,５００坪)以上

その他の区域
(軽米町が該当)

１０,０００㎡(約３,０００坪)以上

（２）届出先は？

　　　取引した土地がある市町村

（３）いつまでに？

　　　契約日から２週間以内

【問い合わせ先】

　○産業振興課・農政企画グループ

　　（�☎４６－４７３９）

　○県庁環境保全課

　　（☎�０１９－６２９－５２６８）

教育相談の実施について
　教育相談員、指導主事などが面接や電話でお子さんにつ

いてのご相談をお受けしています。

【日時】１０月２５日（火）９：００～１５：００

【場所】軽米中央公民館（１階事務室）

・ご相談にこられる場合は、事前の申し込みを基本としま

　すが、当日ご来場いただいても相談が受けられます。

・中央公民館の行事などにより相談期日、相談会場を変更

　する場合があります。

【教育相談受付番号】

　町教育委員会事務局（☎４６－４７４３）

【相談員】圃田 清和　自宅（☎３２－２９１０）

　『手のひらを太陽に』の作詞家で“アンパンマン”の生

みの親でもある、やなせたかし氏。今月１３日は氏の３回

目の命日です。氏がアンパンマンを通して、皆に伝えたか

ったことをあらためて考えてみませんか？

１０月テーマ図書展

『“やなせたかし”からの伝言』
　　　　　１０月３０日まで開催中です！！

【問い合わせ先】

　町立図書館（☎４６－４３３３）

②森林を買ったときや相続したとき

（１）届出先は？

　　　所有する森林がある市町村

（２）いつまでに？

　　　所有者となった日から９０日以内


